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平成 31年度市民協働事業提案制度の実施方法について 

 

１．審査点の変更について 

 現状の評価方法の場合、「あまり～ない」「全く～ない」であっても、加点されてしま

い、評価にずれが生じるため、審査点について改めて検討を行う。 

＜現在＞ 

 例）公益性：１．大変寄与する（10点） 

       ２．寄与する（８点） 

       ３．どちらともいえない（６点） 

       ４．あまり寄与しない（４点） 

       ５．全く寄与しない（２点） 

＜変更案＞ 

（１）「どちらともいえない」を０点とし、メリットが高いものはプラス点、低いもの

はマイナス点にする。 

例）公益性：１．大変寄与する（４点） 

２．寄与する（２点） 

３．どちらともいえない（０点） 

４．あまり寄与しない（－２点） 

５．全く寄与しない（－４点） 

 

（２）マイナス方向の選択肢をなくす。 

例）公益性：１．大変寄与する（４点） 

２．寄与する（２点） 

３．寄与しない（０点） 

 

（３）５段階評価にする。 

  例）公益性： 10点・８点・６点・４点・２点 

 

 

２．協働事業のアイディア募集について 

個人の方が考える協働事業のアイディアを募集することによって、そのアイディアを

行政提案型における募集テーマの検討の際に活用する。 

＜流れ＞ 

 ６月 市民提案型の募集、同時に協働事業のアイディアを募集 

 ９月 行政提案型のテーマ募集を庁内にて行う際、出されたアイディアを参考に検

討してもらう 

 11月 行政提案型の募集 

※デメリット： 

合計点がマイナスとなってし

まう場合があり、数値の意味

を感覚的に掴みにくい。 

 


